
２０２５年度 公益財団法人 日本教育公務員弘済会 東京支部 

福祉事業 指定宿泊施設利用助成 募集要項 

 

１ 主  催 公益財団法人 日本教育公務員弘済会 東京支部 

２ 趣  旨 本支部福祉事業として、教弘保険加入者が弘済会の指定する宿泊施設・保養施設を利用

の際に宿泊費用の一部を助成します。 

３ 内  容 教弘保険加入者一人につき 1 泊 3 千円を年間 4 泊まで助成します。 

４ 申請資格 教弘保険加入者※宿泊時・助成時も教弘保険加入者であること 

        教弘保険加入者とは、ユース教弘保険／新教弘保険（Ａ型･Ｂ型･Ｓ型･Ｋ型）／旧教弘保

険（第１種・４種）のいずれかに加入されている方です。 

 ※教弘保険加入者の家族（配偶者、子、親）まで利用できますが、合計で 4 泊までとな 

  ります。（例）対象者本人と子 2 人で 1 泊した場合 3 泊分となります。 

 ＊2025 年度は、2025 年 4 月～2026 年 3 月までの間に指定宿泊施設を利用した場合の助

成となります。 

５ 申請方法 申請書は本支部ホームページ（nitkk.com）で取得して下さい。 

       ①宿泊前の申請（利用券を利用の場合）※対象施設への電話予約のみ 

       

 

 

       ②宿泊後の申請（口座振込の場合） 

※旅行業者やインターネットを経由して予約する場合は、宿泊後の申請のみ 

 

 

 

                          

６ 応募〆切 ２０２６年４月７日（火）必着 

７ 申 請 先 

 

８ 指定宿泊施設   

 

 

 

 

 

 

 

９ 個人情報の取扱い 

    弘済会だよりへ記載の個人情報取り扱いについてご同意の上、申請して下さい。 

宿泊予約 
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申請書 

利用者が弘済会 
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利用券交付 

弘済会が利用者 
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宿泊予約 申請書と宿泊証明書 
利用者が弘済会に郵送 

※宿泊証明書はホテルのフロントにて取得し

て下さい。（領収書や予約用紙等は受付不可） 

 

助成金交付 

弘済会が 

指定口座へお振込 

 

〒102-0074 千代田区九段南 2 丁目 3 番 14 号 靖国九段南ビル 8 階 

             （公財）日本教育公務員弘済会東京支部 「指定宿泊助成」係 宛 

 
 

日教弘、各県教弘関係施設 42 施設 東急ホテルズ 43 館 

阪急第一ホテルグループ 34 館 リーガロイヤルホテルグループ 10 館 

沖縄かりゆしホテルズ 2 館 日本ペンション協会 14 館 

 

全国各地の指定宿泊施設 

※詳細は日教弘本部ＨＰ（www.nikkyoko.or.jp）をご覧下さい。 

https://www.nikkyoko.or.jp/environment/list.html

